


インボイス対応類型 通常枠 インボイス対応類型通常枠

申請数・交付決定数ともに増加傾向 申請数は微増も交付決定数は横ばい～微減



現

築

採 率 厳格化



務

管

適格請求書の発行

や保存、消費税額の計算ができる製品。



注意

施

施

必須条件：中小企業庁の同サービスで
会員登録し、挑戦課題を登録・掲載し
ていること。

要確認

続

交付申請締切日時点で「掲載中」で

あることが判断基準。

記載

添付対象

IT戦略マップの実施結果を添付。

最重要注意点：ＩＴ戦略マップ作成時

に、本事業の申請に使用するＧビズＩ

Ｄプライムを入力すること。これを忘

れると加点対象外になります。

https://www.shigyo.co.jp/post_topics/%e3%80%90%e7%9c%81%e5%8a%9b%e5%8c%96%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%80%91%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/


潜

事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋30円

以上に。

給与支給総額の年平均成長率1.5％以上。

事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円

以上にすると、加点項目になる。

事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円

以上にすると、加点項目になる。

事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円以上に

すると、加点項目になる。

事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋50円以上に

すると、さらに加点。

以下の2点を両方満たす3年の事業計画を策定・試行
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給 給総額 減

退

極

職

達

総

3年後の効果報告で未達成の場合、1年

半の間、中小企業庁管轄の補助金申請

で大幅な減点となります。

「正当な理由」の範囲は極めて限定的

です（公募要領では「震災、風水害、

火災等と記載）。業績不振や「従業員の

退職」などが認められるかは不透明で

す。

「申請時の最低賃金＋30円」をクリア

すれば必ずOKというわけではありませ

ん。計画期間中に地域別最低賃金が引

き上げられた場合、それに追随して自

社の最低賃金も引き上げる必要があり

ます。

計画期間中に従業員が1人でも退職す

ると、給与支給総額は容易に減少し

ます。これが未達成の原因となり、

ペナルティにつながる可能性があり

ます。



終



審査官の問い

・自社の経営課題を正しく理解し、

　問題意識を持っているか？

・その課題を本質的に改善できるIT　

　ツールを導入しようとしているか？

・継続的な生産性向上と事業成長への

　意欲が見られるか？

公募要領に記載されている審査項目は、大きく3つの側面に分けられます。自社の申請内容が、これらの問いに明確に答え

られているか確認しましょう。

経営課題の認識と、それを解決

するITツールの妥当性。
定量的な成果目標の具体性。 国が推進する政策への貢献度。

審査官の問い

・労働生産性の向上率について、

　具体的で現実的な目標が設定され

　ているか？

審査官の問い

・生産性向上と働き方改革を視野に

　入れているか？

・国の推進するセキュリティサービス

　を選定しているか？

・加点項目である賃金引上げに積極的

　に取り組んでいるか？



経

検
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経営課題

状況：現在は紙カルテで業務を行っており、今回はじ

めて電子カルテを導入する。

審査官へのアピール：

・事業面：「カルテ管理の煩雑化」「情報共有の遅延」

　という明確な経営課題を提示。ITツール導入によ

　る抜本的な業務プロセス改善をアピール。

・計画目標値：カルテ検索期間の短縮、転記ミスの

　削減など、労働生産性向上の根拠を具体的に示せ

　る。

・政策面：ペーパーレス化による働き方改革への貢

　献。

状況：すでに電子カルテを使用中。特段の変更点はな

いが、システムの更新時期が来たため、新しいものに

入れ替える。

審査官へのアピール：

・事業面：既存の課題解決ではなく、単なる「設備更

　新」とみなされる可能性が高い。生産性の飛躍的な

　工場ストーリーが描きにくい。

・計画目標値：既存システムからの改善点が乏しく、

　生産性向上率を高く設定しにくい。

・政策面：アピールポイントが弱い。
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https://www.shigyo.co.jp/post_topics/%e3%80%90%e7%9c%81%e5%8a%9b%e5%8c%96%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%80%91%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%81%a8%e3%81%aa%e3%82%8b%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8F%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%87%8F%E3%82%92%E5%A4%9A%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%A610%E6%9E%9A%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E5%B0%BE%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
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